
海田町給水条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

  令和７年１２月９日 

 

                   海田町長 竹 野 内  啓 佑 

 



 

海田町条例第２６号 

   海田町給水条例の一部を改正する条例 

第１条 海田町給水条例（昭和４３年海田町条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

  第５条第１項中「第３２条第１項第１号」を「第３１条第１項第１号」に改め，同項

に次のただし書を加える。 

   ただし，災害その他非常の場合において，管理者が他の水道事業者（法第３条第５

項に規定する水道事業者をいう。以下この条において同じ。）又は他の水道事業者が

法第１６条の２第１項の指定をした者（以下これらを「非常時給水装置工事事業者」

という。）が工事を施行する必要があると認めるときは，この限りでない。 

  第５条第２項中「指定給水装置工事事業者」の次に「又は非常時給水装置工事事業者

（以下「指定給水装置工事事業者等」という。）」を加え，同条第３項中「指定給水装

置工事事業者」を「指定給水装置工事事業者等」に改める。 

  第１７条第１項，第３５条第２項及び第３６条第３号中「指定給水装置工事事業者」

を「指定給水装置工事事業者等」に改める。 

  別表中「第３２条関係」を「第３１条関係」に改める。 

第２条 海田町給水条例の一部を次のように改正する。 

  第２４条第１項の表を次のように改める。 

用途 メーターの口径 
基本料金の額 

（１か月につき） 

一般用 １３ミリメートル ７９４円 

２０ミリメートル ９１８円 

２５ミリメートル ９９４円 

４０ミリメートル １，５０９円 

５０ミリメートル ２，８１６円 

７５ミリメートル ４，３２４円 

１００ミリメートル ６，３７０円 

業務用，プール用及び

公衆浴場用（次項にお

いて「業務用等」とい

う。） 

１３ミリメートル ９５５円 

２０ミリメートル １，０７９円 

２５ミリメートル １，１５４円 

４０ミリメートル １，６７０円 
 



 

 ５０ミリメートル ２，９７６円 

 ７５ミリメートル ４，４８５円 

 １００ミリメートル ６，５３１円 

  第２５条第１項の表を次のように改める。 

用途 
使用水量 

（１か月につき） 

従量料金の額 

（１立方メートル当たり） 

一般用 ０立方メートルを超え 

８立方メートルまで 

２８円 

８立方メートルを超え 

１０立方メートルまで 

１３２円 

１０立方メートルを超え 

１５立方メートルまで 

１４２円 

１５立方メートルを超え 

２０立方メートルまで 

１６５円 

２０立方メートルを超え 

３０立方メートルまで 

１７８円 

３０立方メートルを超え 

４０立方メートルまで 

２０１円 

４０立方メートルを超え 

１００立方メートルまで 

２１２円 

１００立方メートルを超

えるもの 

２３４円 

業務用 ０立方メートルを超え 

８立方メートルまで 

２８円 

８立方メートルを超え 

１０立方メートルまで 

１５４円 

１０立法メートルを超え 

２０立方メートルまで 

１６５円 

２０立方メートルを超え 

３０立方メートルまで 

２０１円 

３０立方メートルを超え 

４０立方メートルまで 

２１２円 

４０立方メートルを超え 

１００立方メートルまで 

２４６円 

 



 

 １００立方メートルを超

えるもの 

２８１円 

プール用 １立方メートルにつき １６９円 

公衆浴場用 １立方メートルにつき １０５円 
 
  第２５条第２項中「３４５円」を「３９８円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例中第１条の規定は公布の日から，第２条の規定は令和８年４月１日から施行

する。 

 （経過措置） 

２ 第２条の規定による改正後の第２４条及び第２５条の規定は，令和８年６月以後の月

に属する日に検針を行い，その計量した使用水量により算定する料金について適用し，

同年５月以前の月に属する日に検針を行い，その計量した使用水量により算定する料金

については，なお従前の例による。 

 


